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高次脳機能障害が社会問題化 してすでに 10年 以上が経過 し、モデル事業開始か ら9年 が経過 し

ています。支援普及事業は継続 されているものの国としての財政面での支援は乏 しいままです。

今年の夏、政権交代が実現 し、「障害者 自立支援法は廃止Jさ れ、障害者福祉制度の抜本的見直

しへ と大きな変革が予想されます。

このような激動の渦中において 「高次脳機能障害への支援策Jが 現状のままで推移することがな

いよう、私たちは次の項 目を、行政に強 く要望するとともに、私たち自身の活動を更に強めていく

必要があ ります。

行政に向けて要望する項 目

① 「高次脳機能障害Jを 支援対象 として法的な位置づけを行 うことを強 く要望 します。

② 「高次脳機能障害支援センター」への支援機能向上を強く要望 します。

現在、全都道府県に設置が進められている支援Itl点は人的、財政的に極めて脆弱です。

地域で生活 している高次脳機能障がい者の継続的な支援体制作 りの 一環 として 「高次脳機能障

害支援センターJ(常 勤職員 2名 以上)へ の移行を検討 していただきたい。

③ 国として 「高次脳機能障害1青報センター」を設置 してください。

高次脳機能障害の支援に関わる医療、福祉、行政などの関係者への普及啓発には、継続的かつ

最新の情報提供が不可欠です。高次脳機能障害に関する知見を集積 し、全国にインターネッ トな

どにより情報提供 ・普及啓発することを国として取 り組んでください。

私たちの決意

日本脳外傷友の会は、今年度は2つ の大きな事業を進めています。

1点 目は、全国の当事者家族会員を対象 とした 「高次脳機能障がい者の生活実態調査Jを 実施 し

ています。

2点 日は、全国の支援拠点の支援 コーデイネーターの方たちの支援ネ ッ トワーク作 り、支援力の

向上に資するための調査研究にも取 り組んでいます。

高次脳機能障がい者が住み慣れた地域で当た り前の生活をし、生きがいを持つて生涯を全 うで

きる仕組みを作るためには 「あさらめないJ「ねば り強いJ活 動が求められています。全国の皆 さ

んと共に手を携え、英知を結集 して邁進 して行 くことをここ世界遺産の地宮島の前にて誓います。
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